
弊社は、危機管理のエキスパートです！
●お気軽にお問い合わせください●

株式会社エコワークリサーチ＆コンサルティング
名古屋市中区丸の内 3丁目 5-10　名古屋丸の内ビル 8F

TEL 052-717-6618
E-mail  eco.work.research@gmail.com

食品偽装・データ偽装・企業開示情報の虚偽記載・カルテル・反社会的勢力との接触等、起こるはずのない
優良企業での不祥事が後を絶ちません。これらの事件では、被害者が多数に上り、企業に対する失望・不安
が風評被害により、企業ブランドが突然、低下・消滅の危機にさらされる事になります。
企業経営はリスクとともにあります。外部から侵襲してくるリスクもありますが、企業の中にこそ、業績を
向上させたいプレッシャー、慣行による倫理観の低下等、大きなリスクが遍在している事が現状です。
これらリスクの把握は、Enterprise Risk Management（全社的リスク管理）によって、各企業において万全
の備えがなされていれば、不祥事は起きないと考えるのは、あまりに楽観的です。
リスクが現実化したときに、弊社では最短で、適任の第三者委員（日本弁護士会連合会発行の「企業等不祥
事における第三者委員会ガイドライン」 を基準にした）を選定します。

第三者委員会
設置支援
第三者委員会
設置支援

不祥事発生後、短期間のうちに第三者委員を選定し、企業ブランド
の低下を最小限に抑えます。

●食品偽装　●データねつ造　●企業開示情報の虚偽記載　●カルテル　●反社会的勢力との接触等

社内の調査
第三者委員会に任せるべきか
第三者委員会に検証を依頼すべきか
調査に求められる迅速性による

第三者委員会の調査
企業の自信の表明、自浄機能への期待
弁護士選定のポイント
中立性・高潔性・高度の専門性
調査・報告書作成技術の習熟
多人数による迅速な対応

企業価値への理解と独立性を重視
従業員への配慮と協調
事案に即した柔軟な対応
慎重な事実認定
経営陣に対するデュープロセス

第三者委員会委員とは別の弁護士によるアドバイスが好ましい場合がある
企業の内部統制、PDCAプロセス上の実現可能な防止策を策定
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再発防止策の策定

第三者委員会調査報告書の公表だけでは不十分な場合があります。
社内向け、行政庁向け、証券取引所向け、業界団体向け、公衆向け等に応じた開示

関係各所への報告・開示

法的責任の有無
役員の解任、損害賠償請求
従業員の懲戒

関係者の責任の分析
関係者の処分

代表訴訟への備え
取締役の利益を守り、企業防衛との
相克を考慮した弁護士の確保

第三者委員会設置フロー

透明性の高い元裁判官・元検事・元警察官が実施！透明性の高い元裁判官・元検事・元警察官が実施！


